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「新型インフルエンザに対する社会福祉施設等の対応について」 
の一部改定について（通知） 

 
新型インフルエンザに対する社会福祉施設等の対応については、平成２１年５月

１６日付け２１地福第２３８号、平成２１年５月２１日付け２１地福第２６５号及

び平成２１年５月２４日付け２１地福第２７４号において通知したところですが、

このたび、平成２１年５月２９日付けで厚生労働省から、別添のとおり事務連絡が

ありました。 
今回の事務連絡の内容は、平成２１年５月２２日に国の新型インフルエンザ対策

本部において、「基本的対処方針」、「『基本的対処方針』等のＱ＆Ａ」及び「医療の

確保、検疫、学校・保育施設等の臨時休業の要請等に関する運用指針」が決定され

たことに伴い、厚生労働省が発出した５月２０日付けの事務連絡「新型インフルエ

ンザに対する社会福祉施設等の対応について（追加）」の別紙（社会福祉施設等（入

所サービスを行う施設等に限る。）での対応について Ｑ＆Ａ）を改定したというも

のです。 
今後につきましては、今回の通知の内容を踏まえ、適切に対応していただくよう

お願いします。 
また、厚生労働省ホームページ（http://www.mhlw.go.jp/）、愛知県ホームページ

(http://www.pref.aichi.jp/)等を参考にしていただくとともに、今後も正確な情報収

集に努めていただくよう併せてお願いします。 
 
 （連絡先） 

担当課 担当グループ 電話 
地域福祉課 地域福祉・施設グループ 052-954-6262 
児童家庭課 要保護児童対策グループ 

家庭福祉グループ 
052-954-6281 
052-954-6280 

子育て支援課 保育･育成グループ 052-954-6282 
高齢福祉課 施設グループ 

介護保険指定指導グループ 
052-954-6287 
052-954-6289 

障害福祉課 施設支援グループ 052-954-6293 
          
・厚生労働省事務連絡 
・社会福祉施設等での対応Ｑ＆Ａ 
 

http://www.mhlw.go.jp/
http://www.pref.aichi.jp/

